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１２．解体自動車の運搬の方法

（１）自社車両による運搬

（２）廃棄物処理法の収集運搬業の許可業者への委託

１．フローチャート（処理の流れ）

２．事業場の配置図

３．使用済自動車の運搬の方法

（１）自社車両による運搬

①自社車両を使用し運搬する。使用車両は以下のとおり。

使 用 車 種
最大積載量
登 録 番 号
運　搬　物

１



使用済・解体自動車・（　　　　　　）

２



使用済・解体自動車・（　　　　　　）

３



使用済・解体自動車・（　　　　　　）

４



使用済・解体自動車・（　　　　　　）

５



使用済・解体自動車・（　　　　　　）

６



使用済・解体自動車・（　　　　　　）

７



使用済・解体自動車・（　　　　　　）

８



使用済・解体自動車・（　　　　　　）

９



使用済・解体自動車・（　　　　　　）

10



使用済・解体自動車・（　　　　　　）

②収集運搬基準の遵守

〔廃油、廃液の漏出がない場合〕

〔事故車等で廃油、廃液の漏出のおそれがある場合〕

（２）廃棄物処理法の収集運搬業の許可業者への委託

運　搬　車　両　の　写　真

登　録　番　号


斜め前方から登録番号が見える写真




斜め広報から登録番号が見える写真




※　運搬車両１台ごとに作成する。
４．使用済自動車の保管

（１）保管場所の範囲の明確化

①保管場所の明確化の方法

②保管場所の面積は  　　　㎡

（２）保管の方法

①囲いからの距離、積み重ねる際の高さ、積み重ね方法。

②使用済自動車の最大保管量は　　　台とする。

③廃油・廃液が漏出するおそれがある使用済自動車の保管方法

④床面の保守点検

⑤ 重機を使う場合の対策

５．廃油及び廃液の回収・事業所からの流出の防止及び保管の方法

（１）廃油及び廃液の回収・保管の方法

（２）燃料（ガソリン、軽油）の回収・保管・処理の方法

（３）各種オイルの回収・保管・処理の方法

（４）冷却液（ＬＬＣ）の回収と保管の方法

（５）ウオッシャー液の回収と保管の方法

（６）降雨前対策

（７）燃料等が漏出した際に講じる措置

（８）廃油及び廃液の処理

（９）回収機の維持管理

６．油水分離槽及びためます等の管理の方法

（１）油水分離装置の管理

（２）ためます等の管理

７．使用済自動車又は解体自動車の解体の方法

（１）解体手順

７－２．破砕前処理の方法（破砕業も行う場合）

（１）破砕前処理手順

（２）生活環境の保全上支障が生じないよう必要な措置

８．解体に伴って生じる廃棄物の処理の方法、部品・材料その他有用なものの保管の方法

（１）バッテリ－（鉛蓄電池）の回収・保管

（２）廃タイヤの回収・保管・処理

（３）エアバック類の回収・保管・処理

（４）有用部品等の回収・保管

（５）その他

９．解体業の用に供する施設の保守点検の方法

（１）保守点検計画

次のとおり、保守点検箇所・チェックポイント、頻度を定めた保守点検計画に基づき、保守点検を実施する。

区分
点検箇所・ポイント
点検時期
保守方法

１囲い等
①破損の有無

②施錠の適否



２床面
①ひび割れの有無

②油膜の有無



３油水分離槽
①流末排水溝での油膜の有無

②堆積物の量

③降雨予想時の廃液等の抜取



４排水溝
①破損の有無

②ごみ・異物の撤去



５ためます
①破損の有無

②貯留量の確認



６保管場所

解体作業場

油抜取場所
①油・液の漏れの有無

②ボウフラの発生の有無

③屋根、覆い、囲い、壁

等の破損の有無













（２）事故時の対応

〔廃油・廃液の場外への流出〕

〔連絡体制〕

１０．火災予防上の措置

（１）危険物への対応

①回収した燃料等の貯蔵取扱

②管理者の選任

　危険物保安監督者：

　危険物管理責任者：

③消火器の設置場所、本数等

④危険物の貯蔵・取扱

（２）高圧ガス保安法への対応

（３）職員への周知・教育・訓練

１１．解体自動車の保管の方法

（１）保管場所の範囲の明確化

①保管場所の明確化の方法

②保管場所の面積は  　　　㎡

（２）保管の方法

①囲いからの距離、積み重ねる際の高さ、積み重ね方法。

〔圧縮していない解体自動車〕

〔圧縮した解体自動車〕

②解体自動車の最大保管量は　　　台とする。

１２．解体自動車の運搬の方法

（１）自ら運搬する場合

解体自動車の運搬車両への積み降ろしは、フォークリフトにより行い、当社事業場及び破砕事業者の保管場所の床面を破損させないよう留意して行う。

使用車両は、使用済自動車の欄のとおり

（２）廃棄物処理法の収集運搬業の許可業者への委託

